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１．池袋地区駐車場地域ルール要綱及び運用マニュアルの改訂の目的と内容

（１）改訂の目的

（２）改定の内容

２．池袋地区駐車場地域ルール要綱の新旧対応表

改訂後 改訂前 

（乗用車の駐車施設の附置）

第６条 乗用車の駐車施設及び障害者のための駐車施

設の台数は、次の各号のいずれかの方法によ

り算出した台数以上とする。

(1) 池袋駅東口地区及び池袋駅西口地区独自の基準
により算出した台数 運用マニュアルで規定す

る用途に供する建築物の部分の床面積を単位面

積で除して得た数値を合計した台数とする。

(2) 現況建築物の駐車需要に応じた台数 対象建築

物と用途、規模等が同様である現況建築物の駐

車実績を用いて算出した台数とする。

(3) 類似建築物の駐車需要に応じた台数 対象建築

物と用途、規模等が同様であり、かつ、立地す

る地区の特性が類似する建築物の駐車実績を用

いて算出した台数とする。

（以下略）

（乗用車の駐車施設の附置）

第６条 乗用車の駐車施設及び障害者のための駐車施

設の台数は、次の各号のいずれかの方法によ

り算出した台数以上とする。

(1) 池袋駅東口地区及び池袋駅西口地区独自の基準
により算出した台数 運用マニュアルで規定す

る用途に供する建築物の部分の床面積を単位面

積で除して得た数値を合計した台数とする。

(2) 現況建築物の駐車需要に応じた台数 対象建築

物と用途、規模等が同様である現況建築物の駐

車実績を用いて算出した台数とする。

(3) 類似建築物の駐車需要に応じた台数 対象建築

物と用途、規模等が同様であり、かつ、立地す

る地区の特性が類似する建築物の駐車実績を用

いて算出した台数とする。

（以下略）

（貨物車の駐車施設の附置）

第７条 貨物車の駐車施設の台数は、次の各号のいず

れかの方法により算出した台数以上とする。

(1) 都条例第１７条の２第１項本文及び第２項の規
定に基づき算出した台数とする。ただし、同条

第１項本文に規定する上限は適用しない。

(2) 現況建築物の駐車需要に応じた台数 対象建築

物と用途、規模等が同様である現況建築物の駐

車実績を用いて算出した台数とする。

(3) 類似建築物の駐車需要に応じた台数 対象建築

物と用途、規模等が同様であり、かつ、立地す

る地区の特性が類似する建築物の駐車実績を用

いて算出した台数とする。

（以下略）

（貨物車の駐車施設の附置）

第７条 貨物車の駐車施設の台数は、次の各号のいず

れかの方法により算出した台数以上とする。

(1) 都条例第１７条の２第１項本文及び第２項の規
定に基づき算出した台数とする。ただし、同条

第１項本文に規定する上限は適用しない。

(2) 現況建築物の駐車需要に応じた台数 対象建築

物と用途、規模等が同様である現況建築物の駐

車実績を用いて算出した台数とする。

(3) 類似建築物の駐車需要に応じた台数 対象建築

物と用途、規模等が同様であり、かつ、立地す

る地区の特性が類似する建築物の駐車実績を用

いて算出した台数とする。

（以下略）

Ⅰ．池袋地区駐車場地域ルール要綱及び運用マニュアルの改訂について

○要綱第６条の附置整備台数の規定について、地域ルールを適用する事業者が対象建築物の附置台数を

算出する際に、現行の規定では「次の各号のいずれかの方法により算出した台数以上」という表現が

あることで、（１）（２）（３）のいずれかの方法で算出した台数以上であれば、事業者の判断で附置台

数を任意で設定できるものと誤解が生じる可能性があるため、附置台数の定義を「要綱第６条に定め

る（１）（２）（３）のいずれかの方法により算出した台数」とするとともに、附置台数より多い駐車

施設を整備する場合は、「任意での駐車施設の整備」と定義することで、附置台数との区分を明確化す

る。

＜池袋地区駐車場地域ルール要綱＞ 

○池袋地区駐車場地域ルール要綱について、下記の改訂を行う。

■第６条 乗用車の駐車施設の附置

 ・附置義務整備台数について「各号のいずれかの方法により算出した台数以上」から「各号のいずれ

かの方法により算出した台数」に修正

■第７条 貨物車の駐車施設の附置

 ・附置義務整備台数について「各号のいずれかの方法により算出した台数以上」から「各号のいずれ

かの方法により算出した台数」に修正

＜池袋地区駐車場地域ルール運用マニュアル＞ 

○池袋地区駐車場地域ルール運用マニュアルについて、下記の改訂を行う。

■７．駐車施設の附置整備基準（７ページ）

 ・要綱の改訂に合わせ、整備台数の考え方を追記

■８．駐車施設の附置整備基準（１１ページ）

 ・要綱の改訂に合わせ、整備台数の考え方を追記
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３．池袋地区駐車場地域ルール運用マニュアルの新旧対応表

改訂後 改訂前 



3 

改訂後 改訂前 


